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研
究
ノ
ー
ト

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
民
議
会
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
り
活
躍
し
、
ア
ラ
ブ

民
族
主
義
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
政
治
家
、
ア
フ
マ
ド
・
ム
ハ
ン
マ

ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
（A

ḥm
ad M

uḥam
m

ad al-K
haṭīb

（
1
）
）
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に

あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
一
九
二
八
年
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
出
生
か
ら
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
国

憲
法
を
制
定
し
た
一
九
六
二
年
の
制
憲
議
会
直
前
ま
で
の
期
間
を
対
象
に
、
彼
の
政
治
活

動
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
こ
の
期
間
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
紹
介

す
る
理
由
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
。

　

第
一
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
政
治
史
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
勢
力
の
役
割
に
つ
い
て

の
関
心
で
あ
る
。
ク
ウ
ェ
ー
ト
大
学
政
治
学
部
の
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
シ
ャ
ー
イ
ジ
ー

（ʻA
bd A

llāh al-Shāyjī

）
は
、
一
九
六
二
年
に
制
度
設
計
さ
れ
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
議
会
制

度
は
、「
ク
ウ
ェ
ー
ト･

モ
デ
ル
（al-N

am
ūdhaj al-K

uw
aytī

）」
と
し
て
、
同
時
代
の
中

東
地
域
に
お
い
て
革
新
的
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
理

由
を
、
独
裁
的
な
政
治
体
制
が
所
与
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
の
中
東
地
域

に
お
い
て
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
議
会
制
度
が
国
民
に
対
し
て
広
範
な
政
治
的
権
利
を
与
え
た

か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る（

2
）
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
、「
ク
ウ
ェ
ー
ト･

モ
デ
ル
」
が
こ
の
よ
う
な
時
代
・
地
理

的
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
立
し
た
点
に
つ
い
て
、
国
外
お
よ
び
国
内
的
要
因
に
着
目
し

て
構
造
的
に
説
明
し
て
き
た（

3
）
。
と
く
に
後
者
の
研
究
は
、
こ
の
議
会
制
度
の
設
立
を
、

ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
け
る
伝
統
的
な
政
治
主
体
で
あ
る
サ
バ
ー
ハ
家
（al-Ṣabāḥ

）（
首
長

家
）
と
商
人
階
層
と
の
あ
い
だ
の
、
政
治
お
よ
び
経
済
的
な
利
権
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の

「
契
約
」
と
し
て
説
明
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
憲
法
を
制
定
し
た

制
憲
議
会
（al-M

ajlis al-Taʼsīsī

）
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
憲
法
委
員
会
（Lajna al-

D
ustūr

）
の
議
事
録
を
精
査
す
る
と
、
以
上
の
通
説
と
は
異
な
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
に
広
範
な
政
治
的
権
利
を
与
え
る
「
ク
ウ
ェ
ー
ト･

モ
デ

ル
」
の
制
度
設
計
に
お
い
て
、
首
長
家
と
商
人
階
層
に
加
え
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
を
中
心
と
し

た
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
勢
力
が
無
視
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る（

4
）
。
そ
の
た
め
本
稿
に
お
い
て
、
制
憲
議
会
が
開
催
さ
れ
る
一
九
六
二
年
ま
で
の

ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
は
、「
ク
ウ
ェ
ー
ト･

モ
デ
ル
」
の

構
築
過
程
と
、
そ
れ
以
降
の
同
国
に
お
け
る
議
会
政
治
の
展
開
を
再
検
討
す
る
う
え
で

も
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

5
）
。

　

第
二
に
、
湾
岸
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
け
る
知
識
人
の
個
人
史
に
つ
い
て
の
関
心
で
あ

る（
6
）
。
こ
れ
ま
で
、
湾
岸
ア
ラ
ブ
諸
国
の
政
治
活
動
家
や
知
識
人
を
対
象
と
し
た
、
政

治
お
よ
び
社
会
思
想
史
的
な
研
究
は
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
主
だ
っ
た
政
治
活
動
家
や
知
識
人
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る
と
お
り
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
い
て
数
々

の
政
治
・
文
化
団
体
を
設
立
し
、
そ
れ
ら
諸
団
体
が
発
行
す
る
刊
行
物
を
つ
う
じ
て
、
国

外
に
対
し
て
は
、
ア
ラ
ブ
諸
国
の
統
一
や
欧
米
諸
国
に
よ
る
植
民
地
主
義
的
な
活
動
の
停

止
を
、
そ
し
て
国
内
に
対
し
て
は
、
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
や
労
働
者
の
権
利
の
向
上
を

主
張
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
刊
行
物
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
湾
岸
ア
ラ
ブ
諸
国
、
中
東
全
域
、

パ
レ
ス
チ
ナ
／
イ
ス
ラ
エ
ル
問
題
、
そ
し
て
こ
れ
ら
事
象
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
の
動
向
に

つ
い
て
、
首
長
家
に
支
配
さ
れ
た
体
制
の
側
で
は
な
く
、
権
力
構
造
の
な
か
で
周
辺
に
置

か
れ
た
存
在
の
見
解
を
記
す
、
数
少
な
い
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
刊
行

物
の
所
在
は
確
認
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
考
察
は
、
こ

れ
ま
で
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

文
化
人
類
学
者
の
ロ
ン
グ
ヴ
ァ
（A

nh N
ga Longva

）
は
、
湾
岸
ア
ラ
ブ
諸
国
を
対
象

ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
の
試
論

佐
藤
　
卓
巳
　
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
博
士
後
期
課
程
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と
し
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、「
大
き
な
歴
史
的
事
件
」
や
「
大
き
な
構
造
」
に
着
目
す

る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
地
域
の
支
配
階
層
と
は
区
別
さ
れ
た
一
般
の
人
々
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
、
も
し
く
は
経
験
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
十
分
な
関
心
を
示
し

て
は
こ
な
か
っ
た
と
批
判
す
る
。
彼
女
自
身
は
、「
国
籍
に
基
づ
く
エ
ス
ノ
ク
ラ
シ
ー

（civic ethnocracy

）」
の
概
念
を
用
い
て
こ
の
課
題
の
克
服
に
取
り
く
む
も
の
の
、
実
際

は
ま
だ
抽
象
的
な
議
論
の
枠
を
出
て
い
な
い（

7
）
。
確
か
に
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
を
中
心
と
し

た
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
達
を
「
一
般
の
人
々
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
は
、
サ
バ
ー
ハ
家
が
統
治
す
る

君
主
国
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
政
治
領
域
に
お
い
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
周
辺
的
な
存
在
で
あ
り
、

彼
ら
が
周
囲
の
環
境
を
ど
の
よ
う
に
理
解
、
も
し
く
は
経
験
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

上
述
の
刊
行
物
を
と
お
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
ロ
ン
グ
ヴ
ァ
が
述
べ
る
研
究
課
題
に
取

り
く
む
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
有
効
な
手
段
と
な
り
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
国
民

国
家
と
い
う
制
度
が
徐
々
に
構
築
・
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
、
こ
の
地
域
の
一
個
人

が
、
圧
倒
的
に
影
響
力
の
あ
る
こ
の
非
人
格
的
な
主
体
と
ど
の
よ
う
に
関
係
を
取
り
む
す

び
、
そ
の
な
か
で
い
か
に
自
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

ひ
と
つ
の
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
二
つ
の
問
題
意
識
に
取
り
く
む
た
め
の
序
論
と
し
て
、
ク
ウ
ェ
ー

ト
人
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
、
一
九
二
八
年
の
出
生
か

ら
、
制
憲
議
会
が
設
立
さ
れ
た
一
九
六
二
年
直
前
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
、
彼
の
政
治
活

動
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。
な
お
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
半
生
を
描
く
に
あ
た
り
、
以
下
の
議
論

で
は
、
二
〇
〇
七
年
に
発
行
さ
れ
た
彼
自
身
に
よ
る
自
伝
の
第
一
巻
『
ク
ウ
ェ
ー
ト
：
首

長
国
か
ら
国
家
へ
（al-K

uw
ayt m

in al-Im
āra ilā al-D

aw
la

）』
と
、
英
国
外
交
書
簡
集

（C
am

bridge A
rchive Editions

）
を
主
な
一
次
資
料
と
し
て
利
用
す
る（

8
）
。

二　

少
年
ハ
テ
ィ
ー
ブ

　

本
稿
の
主
役
で
あ
る
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
一
九
二
八
年
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の

ド
ゥ
フ
ラ
（al-D

uhla

）
地
区
に
お
い
て
、
父
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
（M

uḥam
m

ad 
al-K

haṭīb

）
と
、
そ
の
第
二
妻
ワ
ド
ゥ
ハ
・
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ハ
ビ
ー
ズ
ィ
ー

（W
aḍḥa Ibrāhīm

 al-K
habīzī

）
の
第
四
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
兄
弟
は
全
員
で
五
人
で

あ
り
、
兄
が
一
人
、
姉
が
二
人
、
そ
し
て
妹
が
一
人
で
あ
っ
た
。

　

石
油
収
入
に
よ
っ
て
都
市
開
発
が
進
む
一
九
五
〇
年
代
以
前
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
、
町
の

一
方
を
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
面
し
、
内
陸
の
砂
漠
に
面
す
る
も
う
一
方
を
六
キ
ロ
ほ
ど
の
半
円

形
の
城
壁
に
囲
ま
れ
た
、
小
さ
な
港
町
で
あ
っ
た
。
城
壁
の
内
側
は
、
い
く
つ
も
の
地
区

（ḥayy, furayj

）
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
お
り
、
各
地
区
の
居
住
者
は
、
経
済
的
な
階
層
や

祖
先
の
出
身
地
、
そ
し
て
宗
派
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
と
く
に
経

済
的
な
階
層
に
基
づ
く
住
み
わ
け
は
明
確
で
あ
り
、
海
岸
に
面
す
る
シ
ャ
ル
ク
（al-

Sharq

）
地
区
と
キ
ブ
ラ
（al-Q

ibla

）
地
区
に
は
、
真
珠
採
取
業
や
造
船
業
、
そ
し
て
貿

易
業
に
携
わ
る
こ
と
で
巨
額
の
資
本
を
蓄
積
し
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
当
時
の
ク

ウ
ェ
ー
ト
の
中
枢
に
近
い
商
人
階
層
が
居
住
し
て
い
た（

9
）
。
一
方
で
当
時
の
ク
ウ
ェ
ー

ト
に
は
、
商
人
階
層
が
営
む
上
述
の
事
業
に
雇
用
さ
れ
る
、
多
く
の
労
働
者
が
存
在
し
て

い
た
。
ク
ウ
ェ
ー
ト
社
会
に
お
い
て
「
最
下
層
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
の
階

層
は
、
非
常
に
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
商
人
階
層
が
居
住
す
る
海
岸
部
と

は
離
れ
た
、
城
壁
内
の
砂
漠
側
の
土
地
に
住
ん
で
い
た（
10
）
。

　

こ
の
町
の
中
央
部
に
は
、
サ
フ
ァ
ー
ト
（al-Ṣafāt

）
と
呼
ば
れ
る
広
場
が
あ
っ
た
。

ク
ウ
ェ
ー
ト
の
歴
史
学
者
サ
イ
フ
・
マ
ル
ズ
ー
ク
・
シ
ャ
ム
ラ
ー
ン
（Sayf M

arzūq al-
Sham

lān

）
は
、
サ
フ
ァ
ー
ト
広
場
を
当
時
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
「
心
臓
部
（al-Q

alb

）」
と

し
て
形
容
し
て
い
る
が
、
こ
の
広
場
に
は
城
壁
の
外
側
か
ら
や
っ
て
く
る
遊
牧
民

（B
adw

）
が
家
畜
や
羊
毛
を
販
売
す
る
市
場
や（
11
）
、
城
壁
内
外
へ
向
け
た
交
通
手
段
の
発

着
場
が
立
地
し
て
い
た
。
サ
フ
ァ
ー
ト
広
場
に
は
、
城
壁
内
の
住
人
が
好
ん
で
集
ま
る
茶

屋
や
日
用
品
を
販
売
す
る
小
さ
な
店
舗
も
集
中
し
て
お
り
、
犠
牲
祭
な
ど
で
は
祭
が
催
さ

れ
、
時
の
首
長
も
町
民
と
交
流
す
る
た
め
に
や
っ
て
く
る
な
ど
、
港
町
の
憩
い
の
場
と
し

て
機
能
し
て
い
た（
12
）
。

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
広
場
に
隣
接
す
る
ド
ゥ
フ
ラ
地
区
は
、
海
岸
部

に
面
し
て
い
る
シ
ャ
ル
ク
地
区
や
キ
ブ
ラ
地
区
と
は
異
な
り
、
物
品
運
搬
業
者
や
店
舗
経

営
者
、
そ
し
て
労
働
者
が
居
住
す
る
下
層
階
級
地
区
で
あ
っ
た（
13
）
。
ア
ラ
ブ
民
族
主
義

者
運
動
に
つ
い
て
研
究
し
、
自
身
も
そ
の
活
動
に
身
を
投
じ
た
カ
ッ
ズ
ィ
ー
ハ
（W

alid 
K

azziha

）
に
よ
れ
ば
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
家
は
「
大
き
な
財
産
や
社
会
的
地
位
を
全
く
有
さ

な
い
一
族
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
一
九
六
〇
年
代
の
英
国
外
交
書
簡
も
、
ハ
テ
ィ
ー

ブ
家
に
つ
い
て
は
「
下
賤
（of low

 birth

）」
の
身
分
と
形
容
し
て
い
る（
14
）
。
ハ
テ
ィ
ー

ブ
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
父
ム
ハ
ン
マ
ド
と
、
母
ワ
ド
ゥ
ハ
の
父
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・

ハ
ビ
ー
ズ
ィ
ー
（Ibrāhīm

 al-K
habīzī

）
は
、
サ
バ
ー
ハ
家
が
行
う
対
外
戦
争
や
商
隊
の

保
護
に
従
軍
す
る
兵
士
で
あ
り
、
数
多
く
の
戦
闘
に
参
加
し
て
い
た
。
と
く
に
祖
父
イ
ブ

ラ
ー
ヒ
ー
ム
は
、
現
代
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
建
国
の
父
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
（ʻA

bd 
al-ʻA

zīz

）
の
リ
ヤ
ド
奪
還
に
参
加
し
た
戦
士
で
あ
っ
た
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
家
の
生
計
は
、

父
と
祖
父
が
戦
闘
や
商
隊
の
保
護
に
従
軍
す
る
こ
と
で
得
る
賃
金
と
、
一
家
が
保
有
す
る
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不
動
産
の
賃
貸
金
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
生
活
は
同
地
区
の
ほ
か
の
住
民

よ
り
も
多
少
は
豊
か
で
あ
っ
た
と
い
う（
15
）
。

　

し
か
し
ハ
テ
ィ
ー
ブ
家
の
生
活
は
、
父
が
一
九
一
〇
年
の
「
ハ
デ
ィ
ー
ヤ
の
戦
い

（M
aʻraka H

adīya

）」
で
障
害
を
負
っ
た
こ
と
で
、
暗
転
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

は
も
は
や
武
器
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
首
長
家
か
ら
の
給

与
が
削
減
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る（
16
）
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
兄
イ
カ
ー
ブ
（ʻIqāb

）

は
、
給
与
を
元
の
水
準
に
戻
す
よ
う
首
長
家
に
陳
情
す
る
も
の
の
、
聞
き
入
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
ま
た
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
が
、
リ
ヤ
ド
奪
還
に
従
軍
し
た
ク
ウ
ェ
ー

ト
の
住
民
を
一
九
二
〇
年
代
に
慰
問
し
た
際
に
、
祖
父
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
が
一
家
の
苦
し

い
生
活
状
況
に
つ
い
て
言
及
し
た
た
め
、
時
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
首
長
ア
フ
マ
ド･

ジ
ャ
ー

ビ
ル
（A

ḥm
ad al-Jābir

）（
第
一
〇
代
：
在
位
一
九
二
一
〜
五
〇
）
が
激
怒
し
て
し
ま
い
、

以
後
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
は
、
サ
ウ
ー
ド
家
か
ら
毎
年
与
え
ら
れ
て
い
た
給
付
金
を
受
理
す

る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
母
ワ
ド
ゥ
ハ
は
、
不
動
産
の
売
却
と
日
用
品
の
転
売
に

よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
と
障
害
を
持
っ
た
夫
の
た
め
に
生
活
の
糧
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
こ
で
得
た
賃
金
は
、
一
家
の
日
々
の
生
活
を
維
持
す
る
の

に
や
っ
と
の
水
準
で
あ
っ
た
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
自
身
も
、
幼
少
時
代
に
内
職
を
行
い
、
小
銭

を
稼
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
家
計
の
状
況
か
ら
、
時
に
よ
り
十
分
な
食
事
を
と
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
自
伝
で
回
想
し
て
い
る（
17
）
。

　

あ
る
年
に
、
家
庭
の
経
済
状
況
か
ら
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
兄
の
イ
カ
ー
ブ
は
、
学
業
を
断

念
す
る
よ
う
母
に
告
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
両
者
は
、
文
教
委
員
会
（M

ajlis al-
M

aʻārif

）
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ユ
ー
ス
フ
・
イ
ブ
ン
・
イ
ー
サ
ー
・
ギ
ナ
ー
イ
ー

（Y
ūsf Ibn ʻĪsā al-Q

ināʻī

）
を
訪
れ
、
二
人
が
学
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
嘆

願
し
た（
18
）
。
結
果
、
同
委
員
会
は
両
者
の
学
費
を
負
担
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ハ

テ
ィ
ー
ブ
は
一
四
歳
ま
で
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た（
19
）
。
そ
の
学
校
生
活
を
と
お
し
て
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
世
の
中
に
お
け
る
経
済
格
差

の
存
在
を
初
め
て
実
感
し
、
政
治
的
な
意
識
に
目
覚
め
た
と
い
う
。
例
え
ば
そ
こ
で
は
、

キ
ブ
ラ
地
区
や
シ
ャ
ル
ク
地
区
か
ら
の
裕
福
な
子
ど
も
た
ち
が
在
籍
す
る
一
方
で
、
下
層

階
級
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
も
数
多
く
在
籍
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
当
時
の
ク
ウ
ェ
ー
ト

で
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
教
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
彼
ら
を
と
お

し
、
民
族
主
義
的
な
感
情
（al-Shuʻūr al-Q

aw
m

ī

）
を
獲
得
し
は
じ
め
た
と
い
う（
20
）
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
十
歳
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
少
年
が
通
っ
て
い
た
学
校
に
一
人
の
男
性
が
来

て
、
大
声
で
演
説
を
し
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
ま
た
別
の
日
、
彼
は
学
校
帰
り
の
サ
フ
ァ
ー

ト
広
場
に
お
い
て
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
町
民
に
は
見
慣
れ
な
い
、
長
髪
で
胸
を
は
だ
け
た
格

好
を
し
た
男
た
ち
に
よ
っ
て
、
血
だ
ら
け
の
男
性
が
磔
刑
に
さ
れ
て
い
る
「
恐
怖
と
嫌
悪

を
掻
き
た
て
る
」
現
場
に
遭
遇
し
た（
21
）
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
少
年
が
目
撃
し
た
も
の
は
何
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
目
撃
し
た
こ
の
光
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
ク

ウ
ェ
ー
ト
に
お
け
る
政
治
状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

三　

一
九
三
〇
年
代
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
け
る
政
治
状
況

　

一
八
九
九
年
よ
り
英
国
の
保
護
領
下
に
あ
っ
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半

か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
未
曾
有
の
経
済
不
況
に
直
面
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
の
関
係
悪
化
に
と
も
な
う
相
互
の
通
商
活
動
の
断
絶
、
日
本
企
業
に
よ
る

養
殖
真
珠
の
製
造
・
販
売
の
開
始
、
そ
し
て
世
界
恐
慌
と
い
う
、
三
つ
の
要
因
が
存
在
し

た
。
そ
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
内
で
は
、
商
店
の
倒
産
、
住
民
の
貧
困
化
、
行
政
に
お
け
る
汚

職
が
蔓
延
し
、
一
方
で
首
長
家
で
あ
る
サ
バ
ー
ハ
家
は
、
権
力
と
資
本
の
独
占
化
を
進
め

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
有
力
な
商
人
階
層
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
サ
バ
ー
ハ
家
に
対
す
る

不
満
が
徐
々
に
醸
成
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た（
22
）
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
、
国
内
の
開
明
的
な
商
人
一
二
名

に
よ
っ
て
、「
国
民
会
派
（al-K

utla al-W
aṭanīya

）」
が
設
立
さ
れ
た
。
設
立
者
の
な
か

に
は
、
後
に
制
憲
議
会
に
参
加
す
る
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
・
ハ
マ
ド
・
サ
グ
ル

（ʻA
bd al-ʻA

zīz Ḥ
am

ad al-Ṣaqr

）
と
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
テ
ィ
ー
フ
・
ス
ナ
イ
ヤ
ー
ン
・

ガ
ー
ニ
ム
（ʻA

bd al-Laṭīf Thunayyān al-G
hānim

）
と
い
う
二
人
の
青
年
が
い
た
。
彼

ら
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
バ
グ
ダ
ー
ド
と
ダ
マ
ス
カ
ス
で
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
と
親
交
を

深
め
て
お
り
、
帰
国
後
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
抵
抗
運
動
指
導
者
を
ク
ウ
ェ
ー
ト
へ
招
待
し

て
支
援
活
動
を
行
う
な
ど
、
多
く
の
民
族
主
義
的
活
動
に
従
事
し
て
い
た（
23
）
。
ま
た
国

民
会
派
は
、
自
由
選
挙
に
よ
っ
て
立
法
議
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
イ
ラ

ク
の
新
聞
を
と
お
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
内
の
行
政
改
革
と
ア
ラ
ブ
地
域
の
連
帯
を
訴
え
て
い

た（
24
）
。
こ
の
会
派
は
、「
国
民
青
年
会
派
（K

utla al-Shabāb al-W
aṭanī

）」（
一
九
三
八

年
設
立
）
と
い
う
実
践
部
隊
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
書
記
長
に
は
ア
フ
マ
ド
・
ザ
イ
ド
・

サ
ル
ハ
ー
ン
（A

ḥm
ad Zayd al-Sarḥān

）
と
い
う
商
人
階
層
出
自
の
人
物
が
就
任
し
て

い
た（
25
）
。

　

商
人
階
層
の
あ
い
だ
に
こ
の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
動
き
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
英
国
が

体
制
の
安
定
化
を
目
的
と
し
て
限
定
的
な
行
政
改
革
を
求
め
た
こ
と
か
ら
、
時
の
首
長
で

あ
る
ア
フ
マ
ド
・
ジ
ャ
ー
ビ
ル
は
、
一
九
三
八
年
に
立
法
議
会
（al-M

ajlis al-Tashrīʻī

）

の
設
立
を
容
認
し
た
。
同
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た
議
会
選
挙
で
は
、
ス
ナ
イ
ヤ
ー
ン
・
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ガ
ー
ニ
ム
を
中
心
に
、
国
民
会
派
所
属
メ
ン
バ
ー
と
そ
の
支
援
者
を
含
め
た
計
一
四
名
が

当
選
し
た
。
そ
の
際
、
議
員
に
よ
っ
て
議
長
職
に
選
任
さ
れ
た
の
が
、
商
人
階
層
と
親
密

な
関
係
を
築
い
て
お
り
、
な
お
か
つ
首
長
家
内
部
に
お
い
て
比
較
的
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
的

姿
勢
を
有
し
て
い
た
、
後
に
第
一
一
代
首
長
（
在
位
一
九
五
〇
〜
六
五
）
に
就
任
す
る
ア

ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
サ
ー
リ
ム
（ʻA

bd A
llāh al-Sālim

）
で
あ
っ
た（
26
）
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
湾
岸
地
域
で
最
初
の
試
み
と
な
る
近
代
的
な
議
会
制
度
は
、
短
命
に

終
わ
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
立
法
議
会
は
、
数
々
の
法
制
度
を
制
定
す
る
こ
と
で
、
立

法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
首
長
家
の
権
限
を
大
き
く
制
限
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
法
制
度
は
商
人
階
層
の
利
益
を
反
映
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
経
済
の
自

由
化
を
促
し
、
結
果
と
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
外
交
活
動
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
は
じ
め
た
た

め
、
ア
フ
マ
ド
首
長
と
英
国
は
こ
れ
を
脅
威
と
し
て
捉
え
た
。
そ
の
た
め
、
首
長
は
英
国

の
容
認
の
も
と
議
会
を
解
散
し
、
一
九
三
八
年
一
二
月
に
第
二
回
選
挙
を
実
施
し
た
が
、

こ
の
選
挙
も
国
民
会
派
と
そ
の
支
援
者
が
圧
勝
し
た
。
首
長
は
、
立
法
議
会
の
決
議
に
対

す
る
拒
否
権
を
自
ら
に
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
立
法
議
会
が
こ
の
要
求
を
拒
否
し
た
た

め
、
彼
は
議
会
を
強
制
的
に
解
散
す
る
。
国
民
青
年
会
派
は
、
立
法
議
会
の
防
衛
を
目
的

と
し
て
集
会
や
デ
モ
を
組
織
す
る
も
の
の
、
首
長
は
自
ら
の
影
響
下
に
あ
る
遊
牧
民
を
動

員
し
て
こ
れ
を
弾
圧
す
る（
27
）
。
幼
い
こ
ろ
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
学
校
や
サ
フ
ァ
ー
ト
広
場

で
目
撃
し
た
あ
の
光
景
は
、
ま
さ
に
こ
の
政
治
変
動
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
表

現
し
た
と
こ
ろ
の
、
町
の
住
民
に
と
っ
て
見
慣
れ
な
い
格
好
の
男
た
ち
と
は
、
こ
の
議
会

運
動
を
弾
圧
す
る
た
め
に
、
首
長
が
動
員
し
た
遊
牧
民
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
こ
の
立
法
議
会
運
動
は
、
ス
ナ
イ
ヤ
ー
ン
・
ガ
ー
ニ
ム
を
含
む
数
名
が
数
年
間
に

わ
た
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
残
り
の
メ
ン
バ
ー
が
国
外
へ
亡
命
す
る
こ
と
で
失
敗
し
て
し
ま

う
。
ま
た
商
人
階
層
を
率
い
て
ア
フ
マ
ド
首
長
に
対
峙
し
た
サ
ー
リ
ム
は
、
サ
バ
ー
ハ
家

内
の
競
合
―
―
サ
ー
リ
ム
系
と
ジ
ャ
ー
ビ
ル
系
―
―
と
い
う
要
因
も
あ
り
、
暫
く
の
あ
い

だ
統
治
の
権
限
か
ら
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う（
28
）
。
結
果
と
し
て
、
サ
ー
リ
ム
が
首
長
位
に

就
任
す
る
一
九
五
〇
年
ま
で
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
は
、
首
長
家
に
よ
る
専
制
的
支
配
に
特
徴

づ
け
ら
れ
る
、「
政
治
的
氷
河
期
（al-Jum

ūd al-Siyāsī

）」
が
続
く
こ
と
と
な
る（
29
）
。

四　

ベ
イ
ル
ー
ト
時
代

　

ク
ウ
ェ
ー
ト
時
代
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
少
年
の
学
校
に
お
け
る
成
績
は
常
に
ト
ッ
プ
水
準
に

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
政
府
の
奨
学
生
に
選
抜
さ
れ
、
一
九
四
二
年
よ
り
ベ
イ
ル
ー

ト
・
ア
メ
リ
カ
ン
大
学
（A

m
erican U

niversity of B
eirut: A

U
B

）
付
属
高
校
に
留
学
す

る
。
そ
し
て
同
校
を
二
年
四
个
月
で
卒
業
し
た
後
に
、
Ａ
Ｕ
Ｂ
の
医
学
部
に
入
学
す
る
。

そ
の
後
、
彼
は
、
同
学
部
を
卒
業
す
る
一
九
五
二
年
ま
で
、
計
一
〇
年
間
を
レ
バ
ノ
ン
で

過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
自
身
の
レ
バ
ノ
ン
に
お
け
る
時
間
を
、
自
ら
の

「
人
生
と
思
考
方
法
に
大
き
な
影
響
」
を
与
え
た
「
最
も
美
し
い
」
期
間
で
あ
る
と
形
容

し
て
い
る（
30
）
。

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｕ
Ｂ
付
属
高
校
時
代
に
お
い
て
、
彼
の
政
治
的
な
関
心
は

主
に
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
事
象
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
例
え
ば
彼
は
、
こ
の
期
間
に
、

エ
ジ
プ
ト
在
留
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
留
学
生
と
協
力
し
て
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
文
学
ク
ラ
ブ
を

設
立
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
ク
ラ
ブ
は
、
文
化
活
動
を
と
お
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
内

の
若
者
を
教
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
、
諸
々
の
理
由
か

ら
頓
挫
し
て
し
ま
う
も
の
の
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
彼
は
、
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
運

動
に
参
加
し
、
当
時
レ
バ
ノ
ン
に
亡
命
し
て
い
た
ハ
ー
リ
ド
・
ア
ド
サ
ー
ニ
ー
（K

hālid 
al-ʻA

dsānī

）
と
親
交
を
深
め
る
こ
と
と
な
る
。
ア
ド
サ
ー
ニ
ー
と
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が

十
歳
の
頃
に
小
学
校
で
目
撃
し
た
、
あ
の
演
説
者
で
あ
る（
31
）
。
ア
ド
サ
ー
ニ
ー
は
、
ハ

テ
ィ
ー
ブ
を
含
め
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
留
学
生
を
、
時
に
よ
り
昼
食
に
招
待
し
て
い
た
。
ハ

テ
ィ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
ア
ド
サ
ー
ニ
ー
と
の
ベ
イ
ル
ー
ト
に
お
け
る
交
流
は
、
彼
が
ク

ウ
ェ
ー
ト
の
政
治
問
題
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
と
い
う（
32
）
。

　

一
方
で
Ａ
Ｕ
Ｂ
時
代
に
お
け
る
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
関
心
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
政
治
問
題
か

ら
、
中
東
ア
ラ
ブ
世
界
全
域
へ
と
拡
大
し
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
当
時
Ａ
Ｕ
Ｂ
で
歴

史
学
を
教
授
し
て
お
り
、
民
族
主
義
的
な
思
想
を
有
し
て
い
た
ダ
マ
ス
カ
ス
出
身
の
ク
ス

タ
ン
テ
ィ
ー
ン
・
ズ
ラ
イ
ク
（Q

usṭanṭīn Zurayq

）
が
率
い
る
協
会
、「
固
き
絆

（Jam
ʻīya al-ʻU

rw
a al-W

uthqā

）」（
以
下
「
絆
」）
に
参
加
し
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る（
33
）
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
当
時
ズ
ラ
イ
ク
は
、
学
生
の
「
民
族
意
識
（al-

W
aʻy al-Q

aw
m

ī

）」
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
諸
々
の
活
動
を
組
織
し
て
お
り
、「
絆
」
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う（
34
）
。
し
か
し
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
経
歴
と
の
関
連
で
最
も
重
要

な
こ
と
は
、
彼
は
こ
の
協
会
の
活
動
を
と
お
し
、
当
時
Ａ
Ｕ
Ｂ
の
医
学
生
で
あ
っ
た
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ハ
バ
シ
ュ
（Jūrj Ḥ

abash

）
と
ワ
デ
ィ
ー
ウ
・
ハ
ッ
ダ
ー
ド
（W

adīʻ 
Ḥ

addād
）、
そ
し
て
政
治
学
を
専
攻
し
て
い
た
ハ
ー
ニ
ー
・
ヒ
ン
デ
ィ
ー
（H

ānī al-
H

indī
）
ら
と
親
交
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
点
に
あ
る
。
ハ
バ
シ
ュ
と
ハ
ッ
ダ
ー
ド
は
、

後
に
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
人
民
戦
線
（Popular Front for the Liberation of Palestine: 

PFLP

）
を
設
立
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
で
あ
り
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
は
、
後
に
ア
ラ
ブ
連
合
共

和
国
の
閣
僚
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
シ
リ
ア
人
で
あ
っ
た（
35
）
。

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
当
初
「
絆
」
の
活
動
は
文
化
的
側
面
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
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い
う
が
、
国
連
に
よ
る
一
九
四
七
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
と
、
翌
一
九
四
八
年
の

「
ナ
ク
バ
（al-N

akba

）」
を
へ
て
、
彼
ら
の
活
動
は
政
治
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
た
と
い

う（
36
）
。
と
く
に
ナ
ク
バ
に
際
し
て
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
と
も
に
勉
強
に
励
ん
で
き
た
パ

レ
ス
チ
ナ
人
の
学
友
が
一
夜
に
し
て
難
民
と
な
る
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、
彼
ら
と
と
も

に
毎
日
国
境
へ
出
向
き
、
家
族
の
安
否
を
確
認
す
る
手
助
け
を
し
て
い
る
。
ま
た
彼
ら

は
、
医
者
の
卵
と
し
て
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
健
康
診
断
を

行
っ
て
お
り
、
難
民
の
悲
惨
な
状
況
を
「
自
ら
の
目
で
目
撃
し
、
自
ら
の
手
で
触
れ
た
」

こ
と
で
、「
シ
オ
ニ
ス
ト
と
そ
れ
を
支
援
し
た
諸
国
家
、
そ
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
見
捨

て
た
ア
ラ
ブ
諸
国
政
府
と
各
政
党
に
対
し
、
悲
し
み
と
怒
り
を
感
じ
る
」
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う（
37
）
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
の
「
絆
」
に
お
け
る
活
動
は
、
一
九
五
一
年
前
後
を
境
に

「
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
運
動
（Ḥ

araka al-Q
aw

m
īyīn al-ʻA

rab:A
N

M

）」
と
よ
ば
れ
る
一

連
の
民
族
主
義
運
動
と
し
て
再
編
さ
れ
る
の
で
あ
る
が（
38
）
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
が
掲
げ
る
「
統
一
、

解
放
、
復
讐
（W

aḥda, Taḥrīr, Thaʼr
）」
と
い
う
活
動
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
復
讐
」
と
い
う

文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
創
設
者
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
経
験

を
ふ
ま
え
な
い
と
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
は
、「
絆
」
も
し
く
は
Ａ
Ｎ
Ｍ
を
と
お
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
政
治
活
動
に
従
事
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ッ
ズ
ィ
ー
ハ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
政
治
活

動
の
最
優
先
事
項
は
、
後
に
も
先
に
も
「
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
」
の
解
決
で
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
活
動
が
文
化
活
動
か
ら
政
治
活
動
に
移
行
し
た
理
由

を
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
「
ア
ラ
ブ
全
体
の
最
重
要
課
題
」
と
位
置
づ
け
る
自
分
た
ち
の

信
念
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
説
明
し
た
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
発
言
か
ら
も
、
あ
る
程
度
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る（
39
）
。
そ
ん
な
彼
ら
の
活
動
は
、
政
治
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
、

ス
ト
ラ
イ
キ
お
よ
び
デ
モ
の
組
織
が
中
心
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
彼
ら
は
、
当
時
の
レ
バ
ノ

ン
政
府
の
高
官
を
招
待
し
た
政
治
集
会
や
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
援
国
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運

動
な
ど
を
組
織
し
た
。
ま
た
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
つ
い
て
の
新
聞
へ
の
寄
稿
、
新
入
生

歓
迎
会
な
ど
に
お
け
る
オ
ル
グ
活
動
、
そ
し
て
知
識
を
蓄
え
る
た
め
の
読
書
―
―
ハ
バ

シ
ュ
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
対
し
て
メ
デ
ィ
ア
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
関
す
る
本
を
精
読
す
る

よ
う
提
案
し
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
そ
れ
に
応
え
て
い
た
―
―
や
格
闘
技
を
学
ぶ
こ
と
も
、
重

要
な
活
動
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　

と
く
に
イ
ス
ラ
エ
ル
支
援
国
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
は
、
ア
リ
ー
・
ナ
ー
ス
ィ
ル
ッ

デ
ィ
ー
ン
（ʻA

lī N
āṣir al-D

īn

）
と
親
交
を
深
め
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
Ａ
Ｕ
Ｂ
の
学

内
を
越
え
た
レ
バ
ノ
ン
全
土
の
学
生
へ
と
広
が
っ
た
。
ア
リ
ー
・
ナ
ー
ス
ィ
ル
ッ
デ
ィ
ー

ン
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
に
対
す
る
批
判
活
動
を
一
九
三
〇
年
代
に
展
開
し
た

「
民
族
行
動
連
盟
（ʻU

ṣba al-ʻA
m

al al-Q
aw

m
ī

）」
の
理
事
で
あ
り
、『
ア
ラ
ブ
問
題

（Q
aḍīya al-ʻArab

）』
の
著
者
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
活
動
は
治
安
当
局

を
警
戒
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
Ａ
Ｕ
Ｂ
の
学
生
と
治
安
当
局
と
の
あ
い
だ
の
衝
突
を
原
因

と
し
て
、
大
学
当
局
は
、
最
終
学
年
に
在
籍
し
て
い
た
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
ハ
ッ
ダ
ー
ド
の
退

学
処
分
を
決
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定
は
レ
バ
ノ
ン
全
土
の
学
生
運
動
の
反

対
に
あ
い
、
す
ぐ
に
撤
回
さ
れ
て
し
ま
う（
40
）
。

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
一
九
五
二
年
に
Ａ
Ｕ
Ｂ
を
卒
業
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
帰
国
し
た（
41
）
。

ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
多
感
な
十
代
か
ら
二
〇
代
に
か
け
て
の
時
期
に
従
事
し
た
政
治
活
動
や
、

そ
れ
を
と
お
し
て
親
交
を
深
め
た
個
性
的
な
顔
ぶ
れ
を
眺
め
た
だ
け
で
も
、
レ
バ
ノ
ン
に

お
け
る
経
験
が
、
自
ら
の
人
生
と
思
考
方
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
述
べ
る
彼
の
先

の
発
言
を
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
の
期
間
に
彼
が
実
践
し
た
政

治
活
動
―
―
集
会
や
デ
モ
の
組
織
、
ビ
ラ
作
成
・
配
布
、
オ
ル
グ
活
動
な
ど
―
―
が
、
ク

ウ
ェ
ー
ト
帰
国
後
に
彼
の
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
様
々
な
活
動
に
活
か
さ
れ
た
と
想
定
す

る
こ
と
も
、
恐
ら
く
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
実
際
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
議
論
の
方
法
や
、
立

場
を
異
に
す
る
者
の
見
解
に
耳
を
傾
け
る
作
法
を
学
べ
た
こ
と
が
、
ベ
イ
ル
ー
ト
時
代
に

お
い
て
、
最
も
重
要
な
経
験
で
あ
っ
た
と
発
言
し
て
い
る（
42
）
。
ま
た
経
済
的
階
層
の
違

い
か
ら
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
内
で
は
知
り
あ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
商
人
階
層
の
子
弟
と
レ
バ
ノ

ン
に
お
い
て
親
交
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
、
帰
国
後
の
彼
の
政
治
活
動
に
大
き

く
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る（
43
）
。

五　

一
九
五
〇
年
代
―
―
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト

　

一
九
五
〇
年
代
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
、
一
九
五
〇
年
に
首
長
位
に
就
任
し
た
ア
ブ
ド
ゥ
ッ

ラ
ー
・
サ
ー
リ
ム
の
治
世
下
に
あ
り
、
ア
フ
マ
ド
前
首
長
の
時
代
と
比
較
し
て
、
国
内
社

会
は
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
的
風
潮
を
享
受
し
て
い
た（
44
）
。
一
九
五
二
年
に
Ａ
Ｕ
Ｂ

の
医
学
部
を
卒
業
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
へ
帰
国
し
た
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
国
立
病
院
に
お
い
て

医
療
活
動
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら（
45
）
、
こ
の
政
治
的
緩
和
を
最
大
限
に
利
用
す
る
こ
と

で
、
同
国
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
運
動
（
以
下
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
）
の
活
動
基

盤
を
構
築
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
翌
年
か
ら
い
く
つ
も
の
政
治
・
文
化
団
体
を
設
立
し
、

そ
の
活
動
を
と
お
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
の
政
治
意
識
改
革
に
注
力
し
た（
46
）
。
こ
れ
ら
諸

団
体
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動
を
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

一
九
五
五
年
に
「
ク
ウ
ェ
ー
ト
・
ク
ラ
ブ
委
員
会
（Lajna al-A

ndiya al-K
uw

aytīya

）」

の
傘
下
に
入
り
、
活
動
方
針
が
統
合
さ
れ
る（
47
）
。
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ハ
テ
ィ
ー
ブ
自
身
も
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
時
期
の
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動

の
主
な
目
的
は
、
①
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
英
国
植
民
地
主
義
か
ら
の
独
立
と
、
②
一
般
民
衆
に

よ
る
政
治
参
加
の
二
つ
で
あ
り
、
彼
ら
の
活
動
は
そ
の
実
現
を
目
的
と
し
て
展
開
し
て
い

た（
48
）
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
一
般
民
衆
に
よ
る
政
治
参
加
を
目
指
し
た
Ａ
Ｎ

Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動
に
つ
い
て
の
み
紹
介
す
る
。

　

Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
こ
の
活
動
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
第
一
に
、
彼
ら
が
個
人
的
な
人
的
資
源
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
首
長
家
の
若
手
メ
ン

バ
ー
に
接
近
を
試
み
た
点
で
あ
る
。
英
国
外
交
書
簡
が
示
す
と
お
り
、
当
時
の
サ
バ
ー
ハ

家
の
若
い
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
は
、
同
時
期
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
「
自
由
プ
リ

ン
ス
」
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
的
な
思
想
に
共
感
を
示
す
メ
ン
バ
ー
が
少
な
か
ら

ず
存
在
し
た（
49
）
。
例
え
ば
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
毎
日
時
間
を
み
つ
け
て
は
、
サ
ー
リ
ム
首

長
の
息
子
で
あ
り
、
後
に
第
一
四
代
首
長
（
在
位
二
〇
〇
六
）
に
就
任
す
る
サ
ア
ド
・
ア

ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
（Saʻd ʻA

bd A
llāh al-Sālim

 al-Ṣabāḥ

）
の
事
務
所
に
必
ず
立
ち
よ
り
、

彼
と
談
笑
す
る
時
間
を
設
け
て
い
た（
50
）
。
そ
の
た
め
、
サ
ア
ド
を
含
め
た
首
長
家
の
若

手
メ
ン
バ
ー
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
組
織
す
る
上
述
の
団
体
に
活
動
資
金
を
提
供
す
る
な

ど
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
首
長
家
に

対
す
る
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
影
響
を
危
惧
し
て
い
た
在
ク
ウ
ェ
ー
ト
英
国
行
政
官
を
、
と

き
に
よ
り
強
く
警
戒
さ
せ
た（
51
）
。

　

第
二
に
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
一
九
五
四
年
に
組
織
し
た
署
名
運
動
に
始
ま
る
、
一
連
の
政

治
活
動
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
首
長
位
に
就
任
し
た
サ
ー
リ
ム
は
、
す
で
に
い
く
つ
か

の
行
政
改
革
に
着
手
し
て
い
た
。
例
え
ば
彼
は
、
一
九
五
二
年
、
地
方
行
政
、
教
育
、
厚

生
、
そ
し
て
ワ
ク
フ
の
各
管
轄
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
権
限
を
掌
握
し
て
い
た
首
長
家
の

諮
問
役
を
務
め
る
四
つ
の
議
会
を
設
立
し
て
い
る
。
こ
の
議
会
に
は
商
人
階
層
の
み
が
参

加
し
、
一
般
の
民
衆
は
関
与
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
以
降
、
初
め
て

首
長
家
以
外
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
が
政
策
決
定
に
関
与
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
画
期
的

な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
商
人
階
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
議
会
に
対
し
て
、
首
長

家
の
一
部
が
非
協
力
的
で
あ
っ
た
た
め
、
議
会
は
機
能
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た（
52
）
。

　

政
治
改
革
に
対
す
る
首
長
家
の
保
守
的
な
姿
勢
を
打
破
す
る
た
め
に
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
を

中
心
と
し
た
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
、
四
つ
の
議
会
を
単
一
化
し
た
う
え
で
、
政
治
的
に

寛
容
な
サ
ー
リ
ム
首
長
が
議
長
に
就
任
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
こ
の
案
に
同
意
す

る
商
人
階
層
や
国
内
の
諸
団
体
か
ら
署
名
を
集
め
る
。
そ
し
て
彼
は
、
一
九
五
四
年
半

ば
、
サ
ー
リ
ム
首
長
に
直
接
謁
見
す
る
機
会
を
え
て
、
上
述
の
署
名
を
首
長
に
提
出
す

る
。
そ
の
際
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
を
要
求
す
る
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー

ト
独
自
の
政
治
改
革
案
も
一
緒
に
手
渡
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る（
53
）
。

　

サ
ー
リ
ム
首
長
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
や
商
人
階
層
の
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、
首
長

家
の
内
部
で
数
回
に
わ
た
っ
て
協
議
を
開
催
し
た
う
え
で
、
首
長
家
に
よ
っ
て
の
み
構
成

さ
れ
る
「
高
等
執
行
委
員
会
（al-H

ayʼa al-Tanfīdhīya al-ʻU
lyā

）」（
一
九
五
四
年
七

月
）
や
、
首
長
家
以
外
の
メ
ン
バ
ー
を
限
定
的
に
加
え
た
「
最
高
議
会
（al-M

ajlis 
al-A

ʻlā

）」（
一
九
五
五
年
一
二
月
）
を
設
立
し
、
事
態
の
鎮
静
化
を
試
み
る（
54
）
。
し
か
し

ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
は
首
長
側
の
対
応
を
不
足
と
し
、
民
衆
の
政
治
参
加
を
求
め
る
抗
議
集
会

や
デ
モ
を
組
織
し
、
さ
ら
に
は
政
府
を
批
判
す
る
ビ
ラ
を
配
布
す
る
こ
と
で
、
首
長
家
へ

の
圧
力
を
継
続
し
た（
55
）
。

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
継
続
的
な
活
動
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
、
サ
ー

リ
ム
首
長
は
五
六
名
の
民
選
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
四
つ
の
議
会
の
設
立
を
決
定

し
、
一
九
五
八
年
三
月
に
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
、
選
出
さ
れ
た
議
員
の

多
数
が
伝
統
的
な
商
人
階
層
の
出
自
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
ハ
テ
ィ
ー

ブ
や
、
同
じ
く
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
ジ
ャ
ー
シ
ム
・
ガ
タ
ー
ミ
ー
（Jāsim

 al-Q
aṭām

ī

）

な
ど
の
政
治
お
よ
び
経
済
的
な
権
力
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
も
、
初
め
て
公

的
な
議
論
の
場
に
参
加
す
る
機
会
を
獲
得
し
た（
56
）
。

　

し
か
し
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
政
治
活
動
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
最
高
議
会
の
首
長

家
の
一
部
が
、
四
つ
の
民
選
議
会
を
承
認
す
る
見
返
り
と
し
て
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
ガ
タ
ー

ミ
ー
を
含
め
た
三
名
の
当
選
議
員
の
辞
任
を
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
議
会
は
、
代
表
者
を

サ
ー
リ
ム
首
長
の
も
と
に
派
遣
し
、
首
長
家
の
一
部
が
議
会
の
管
轄
に
介
入
し
て
い
る
と

の
不
満
の
意
を
伝
え
た
う
え
で
、
総
辞
職
し
て
し
ま
う（
57
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ハ
テ
ィ
ー

ブ
ら
が
要
求
し
て
い
た
民
選
議
会
の
設
立
に
よ
る
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
は
、
首
長
家
内

部
の
保
守
的
な
勢
力
の
介
入
に
よ
っ
て
、
再
度
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
で
は
こ
の
問

題
に
対
し
て
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
ど
の
よ
う
に
取
り
く
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
か
。

六　

商
人
階
層
と
の
協
力
―
―
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動
を
行
う
に
あ
た
り
、
商
人
階
層
と
の
協

力
関
係
の
不
在
を
長
く
問
題
視
し
て
い
た
。
当
時
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
の
活
動
は
、
ク

ウ
ェ
ー
ト
・
ク
ラ
ブ
委
員
会
を
構
成
す
る
下
位
単
位
の
ク
ラ
ブ
を
と
お
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ト

社
会
の
多
様
な
階
層
と
結
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
の
活
動
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
社
会
に

お
い
て
伝
統
的
に
影
響
力
を
有
し
て
い
た
商
人
階
層
を
、
十
分
に
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
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な
い
で
い
た
。
し
か
し
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
運
動

で
は
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
、
か
つ
体
制
や
政
策
決
定
者
に
近
い
立
場
に
い
る
商
人
階
層

が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
当
時
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
一
般
民

衆
が
、
立
法
議
会
運
動
を
首
長
家
と
商
人
階
層
と
の
あ
い
だ
の
権
力
闘
争
と
理
解
し
、
一

連
の
政
治
行
動
に
ほ
と
ん
ど
関
与
し
な
か
っ
た
点
を
、
運
動
が
失
敗
し
た
ひ
と
つ
の
要
因

と
し
て
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
後
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
い
て
民
選
議
会
を
設
立
す
る

た
め
に
は
、
一
般
の
民
衆
と
商
人
階
層
と
の
あ
い
だ
の
「
溝
」
を
埋
め
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
も
両
者
を
包
括
す
る
「
広
域
戦
線
（Jabha W

āsiʻa

）」
を
構
築
し
、
首
長
家

に
圧
力
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た（
58
）
。

　

ま
た
商
人
階
層
に
と
っ
て
も
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
と
の
協
力
関
係
の
構
築
は
、
自
ら

の
利
益
に
適
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
運
動
に
参
加
し
た
商

人
階
層
は
、
政
治
や
経
済
的
権
限
を
独
占
す
る
首
長
家
に
対
し
て
不
満
を
有
し
て
お
り
、

Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
や
ク
ウ
ェ
ー
ト
・
ク
ラ
ブ
委
員
会
の
活
動
を
、
首
長
家
に
対
す
る
商

人
階
層
の
政
治
的
脆
弱
さ
を
補
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た（
59
）
。

　

一
九
五
八
年
六
月
の
「
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
（al-R

ābiṭa al-K
uw

aytīya

）」
の
創
設
は
、

Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
よ
る
上
述
の
問
題
意
識
と
、
商
人
階
層
に
よ
る
政
治
的
な
影
響
力

の
回
復
を
望
む
声
が
合
致
し
た
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
実
現
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ハ
テ
ィ
ー
ブ
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
は
、
商
人
階
層
を
Ａ
Ｎ
Ｍ

ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動
に
統
合
す
る
こ
と
で
、
階
級
横
断
的
な
運
動
を
組
織
す
る
た
め
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（
60
）
。

　

ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
の
設
立
宣
言
は
、
同
連
盟
の
活
動
の
目
的
を
、
国
内
の
諸
問
題
に
つ

い
て
科
学
的
に
調
査
し
、
そ
の
適
切
な
解
決
を
考
案
し
た
う
え
で
、
政
策
実
行
者
や
民
衆

が
そ
れ
に
取
り
く
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
公
表
し
て
い
く
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
参
加
者
と
し
て
、
全
て
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
人
が
そ
の
資
格
を
有
し
て
い
る
と
宣
言
し

て
い
る（
61
）
。
こ
の
規
定
に
は
、
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
を
求
め
る
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト

の
主
張
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
階
級
横
断
的
な
政
治
活
動
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
連
盟
の

趣
旨
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
機
関
紙
で
あ

る
『
夜
明
け
（al-Fajr

）』
紙
（
一
九
五
八
年
八
月
一
九
日
付
）
は
、
連
盟
の
創
設
理
由

と
し
て
「
民
衆
の
声
が
決
定
的
」
な
時
代
に
お
い
て
、「
国
家
の
防
衛
と
国
内
問
題
の
解

決
に
参
加
す
る
こ
と
が
自
ら
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
る
、
全
て
の
忠
誠
あ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト

人
の
見
解
を
効
果
的
に
、
そ
し
て
明
確
に
公
表
す
る
」
た
め
と
述
べ
て
い
る（
62
）
。

　

で
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
顔
ぶ
れ
は
相
当
数
に
の
ぼ
る
が
、
一
九
六
二
年
の
制
憲
議
会
に
お
い
て
、

Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
と
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
と
な
る
人
物
を
中
心
に
簡
潔
に
紹
介

し
た
い
。
ま
ず
は
、
連
盟
に
参
加
し
た
商
人
階
層
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
人

物
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
テ
ィ
ー
フ
・
ス
ナ
イ
ヤ
ー
ン
・
ガ
ー
ニ
ム
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア

ズ
ィ
ー
ズ
・
ハ
マ
ド
・
サ
グ
ル
、
そ
し
て
ア
フ
マ
ド
・
ザ
イ
ド
・
サ
ル
ハ
ー
ン
の
三
名
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
運
動
に
国
民
会
派
や
国
民
青
年
会
派
の
メ
ン

バ
ー
と
し
て
関
わ
っ
て
お
り
、
政
治
活
動
に
お
け
る
実
践
経
験
を
有
し
て
い
た
。

　

ま
た
上
述
の
商
人
階
層
と
は
一
世
代
若
い
世
代
に
あ
た
る
商
人
と
し
て
、
ヤ
ア
ク
ー

ブ
・
フ
マ
イ
デ
ィ
ー
（Yaʻqūb al-Ḥ

um
ayḍī

）、
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
ハ
ー
リ
ド
・
ム
タ
ッ

ワ
（Sulaym

ān K
hālid al-M

uṭaw
w

aʻ

）、
そ
し
て
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ッ
ザ
ー
ク
・
ハ
ー
リ

ド
・
ザ
イ
ド
（ʻA

bd al-R
azzāq K

hālid al-Zayd

）
の
三
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
三
名
は
商
人
階
層
の
出
自
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
を
信
奉
し
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ

や
ガ
タ
ー
ミ
ー
と
と
も
に
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い

た（
63
）
。
有
力
な
商
人
階
層
の
出
自
で
は
な
い
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト

を
率
い
る
二
名
、
つ
ま
り
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
ガ
タ
ー
ミ
ー
が
参
加
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
の
執
行
委
員
長
に
就
任
し
た（
64
）
。

　

ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
は
、
エ
ジ
プ
ト
と
シ
リ
ア
が
、
一
九
五
八
年
二
月
に
合
併
し
て
設
立

し
た
ア
ラ
ブ
連
合
共
和
国
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
が
第
三
番
目
の
加
盟
国
と
し
て
参
加
す
る
よ

う
サ
ー
リ
ム
首
長
に
求
め
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
「
急
進
的
」
な
活
動
を
展
開
し
た
。
し

か
し
彼
ら
の
活
動
は
、
一
年
に
も
満
た
ず
に
終
結
し
て
し
ま
う
。
一
九
五
九
年
二
月
、
連

盟
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
・
ク
ラ
ブ
委
員
会
と
連
名
で
、
ア
ラ
ブ
連
合
共
和
国
の
建
国
一
周
年
を

記
念
す
る
政
治
集
会
を
開
催
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
ガ
タ
ー
ミ
ー
が
首

長
家
に
よ
る
権
力
独
裁
を
「
部
族
的
統
治
（ḥukm

 ʻashāʼirī

）」
と
し
て
批
判
し
た
た
め
、

政
府
当
局
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
を
解
散
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る（
65
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
の
活
動
期
間
は
非
常
に
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
バ
ー
ル
ー
ト
が
述
べ
る
と
お
り
、
こ
の
連
盟
の
存
在
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
と

一
九
三
八
年
議
会
運
動
の
指
導
者
と
の
あ
い
だ
の
「
婚
約
」
を
実
現
し
た
の
で
あ
り
、
こ

の
活
動
を
と
お
し
て
築
か
れ
た
商
人
階
層
と
の
協
力
関
係
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
自
身
も
述
べ

る
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
の
制
憲
議
会
に
お
い
て
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
憲
法
を
制
定
す
る
際

に
大
き
な
役
割
を
果
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る（
66
）
。

七　

お
わ
り
に
―
―
一
九
六
二
年
制
憲
議
会

　

本
稿
で
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
政
治
活
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動
に
つ
い
て
、
一
九
六
二
年
の
制
憲
議
会
直
前
ま
で
の
期
間
を
対
象
に
整
理
し
た
。
そ
し

て
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
を
求
め
る
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
政
治
的
態
度

が
、
権
力
を
自
ら
の
手
中
に
維
持
し
た
い
首
長
家
と
の
あ
い
だ
に
、
度
重
な
る
緊
張
を
惹

起
さ
せ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
同
時
に
、
本
稿
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ

が
こ
の
政
治
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
様
々
な
出
版
媒
体
を
と
お
し
て
自
ら
の
見
解
を

表
明
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
彼
は
、
湾
岸
地
域
出
身
者
の
な
か
で
最
も

早
期
に
博
士
号
を
取
得
し
た
、
い
わ
ゆ
る
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
考
慮
に

い
れ
る
と
、
彼
の
政
治
認
識
は
、
湾
岸
地
域
に
お
い
て
国
民
国
家
が
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
る

な
か
、
こ
の
地
域
の
一
個
人
が
、
そ
の
現
実
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
し
て
い
か
に
対

応
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
示
す
、
非
常
に
貴
重
な
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
そ
の
後
、
制
憲
議
会
に
参
加
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
け
る
議
会
制
度

の
設
立
に
大
き
く
関
わ
っ
た
ほ
か
、
な
お
も
残
存
す
る
首
長
家
優
位
の
統
治
制
度
に
対
し

て
批
判
的
な
政
治
家
と
し
て
、
湾
岸
戦
争
後
の
第
七
期
国
民
議
会
（
一
九
九
二~

九
六
）

ま
で
活
躍
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一
三
年
現
在
に
お
い
て
も
、
彼
は
精
力
的
な
言
論
活
動
を

と
お
し
て
、
首
長
家
に
よ
る
国
家
統
治
を
批
判
し
、
一
般
民
衆
の
真
の
政
治
参
加
を
主
張

し
つ
づ
け
て
い
る
。
本
稿
の
議
論
に
照
ら
せ
ば
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
ク
ウ
ェ
ー
ト
の

君
主
体
制
を
批
判
し
つ
づ
け
て
き
た
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
思
想
的
基
盤
は
、
彼
の
幼
少
時
代
の

個
人
的
体
験
や
、
レ
バ
ノ
ン
時
代
の
交
友
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
と
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
帰
国
後
に
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
従
事
し
た
一
般
民
衆

の
政
治
参
加
を
求
め
る
一
連
の
活
動
は
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
思
想
が
、
政
治
的
実
践
に
転

化
し
た
初
期
形
態
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
制
憲
議

会
直
前
ま
で
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
整
理
し
た
本
稿
の
議
論
は
、「
ク

ウ
ェ
ー
ト
・
モ
デ
ル
」
の
制
度
設
計
に
お
け
る
、
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
勢
力
の
役
割
と
、
そ

の
後
の
同
国
に
お
け
る
議
会
政
治
の
展
開
を
再
検
討
す
る
う
え
で
も
、
ひ
と
つ
の
意
義
を

有
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

で
は
最
後
に
、
制
憲
議
会
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え
で
、
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
提
示
し
た
い
。

　

サ
ー
リ
ム
首
長
は
、
一
九
六
一
年
八
月
二
六
日
、
制
憲
議
会
選
挙
に
関
す
る
法
制
度
を

規
定
す
る
委
員
会
を
設
置
し
、
同
年
一
二
月
三
〇
日
、
制
憲
議
会
の
設
立
を
宣
言
す
る
。

そ
し
て
翌
一
九
六
二
年
一
月
六
日
に
制
憲
議
会
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
二
〇
名
の
民
選
議
員

が
誕
生
す
る
。
こ
の
選
挙
で
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
に
所
属
し
て
い
た
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ

テ
ィ
ー
フ
・
ス
ナ
イ
ヤ
ー
ン
・
ガ
ー
ニ
ム
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
・
ハ
マ
ド
・
サ
グ
ル
、

ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
、
そ
し
て
ヤ
ア
ク
ー
ブ
・
フ
マ
イ
デ
ィ
ー
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。

　

続
け
て
一
月
一
七
日
、
一
四
名
の
閣
僚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
暫
定
内
閣
が
発
表
さ
れ

る
。
こ
の
暫
定
内
閣
に
は
、
一
一
名
の
首
長
家
メ
ン
バ
ー
と
、
制
憲
議
会
に
当
選
し
た
三

名
の
民
選
議
員
が
入
閣
し
た
。
そ
し
て
一
九
六
二
年
一
月
二
〇
日
、
民
選
議
員
二
〇
名

（
う
ち
閣
僚
兼
任
者
三
名
）
と
、
閣
僚
に
就
任
し
た
首
長
家
一
一
名
の
総
計
三
一
名
に

よ
っ
て
、
制
憲
議
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（
67
）
。
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
が
、

一
九
三
八
年
の
議
会
運
動
の
指
導
者
と
、
そ
れ
よ
り
も
一
世
代
ほ
ど
若
い
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク

ウ
ェ
ー
ト
の
メ
ン
バ
ー
を
結
び
つ
け
る
媒
体
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
彼
ら
が

参
加
す
る
制
憲
議
会
と
い
う
場
は
、
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
首
長
家
の
政
治
・
経
済
的
権

限
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
、
そ
し
て
民
衆
の
政
治
参
加
を
制
度
的
に
保
障
す
る
こ
と
を
求

め
る
二
つ
の
世
代
が
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
こ
れ
か
ら
の
国
家
運
営
の
方
法
を
設
計
す
る
た
め

に
、
協
調
し
て
行
動
す
る
場
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

同
議
会
は
、
一
九
六
二
年
一
二
月
二
五
日
の
第
三
一
回
会
合
を
も
っ
て
、
全
て
の
議
論

を
終
結
す
る
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
憲
法
原
案
を
作
成
す
る
憲
法
委
員
会
に
は
参
加
で
き
な

か
っ
た
も
の
の
、
一
般
民
衆
が
よ
り
広
範
な
政
治
的
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
制
憲
議
会
本
会
に
お
い
て
奮
闘
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
彼
は
首
長
家
の
サ
ア

ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
と
度
々
衝
突
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
英
国
外
交
書
簡

も
、
制
憲
議
会
は
「
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
率
い
ら
れ
た
改
革
派
と
、
サ
バ
ー
ハ
家

の
特
別
な
地
位
を
守
る
シ
ャ
イ
フ
・
サ
ア
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
と
の
あ
い
だ
に
展
開
す

る
対
立
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
と
本
国
に
報
告
し
て
い
る（
68
）
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
を
制
定
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
場
で
は
、
首
長
家
と
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク

ウ
ェ
ー
ト
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
衝
突
の
み
が
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
制
憲
議

会
お
よ
び
憲
法
委
員
会
の
議
事
録
を
厳
密
に
精
査
す
る
と
、
む
し
ろ
実
際
に
は
、
両
者
の

あ
い
だ
に
お
い
て
商
人
階
層
が
「
仲
介
役
」
と
し
て
機
能
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
政
治

主
体
が
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
立
法
権
や
行
政
権
、
そ
し
て
政
党
結
成
の
権
利
な
ど
の
政

治
的
条
項
を
め
ぐ
り
、
激
し
く
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ク
ウ
ェ
ー
ト

の
政
治
学
者
ナ
ッ
ジ
ャ
ー
ル
は
、
制
憲
議
会
議
員
は
、
当
時
、
首
長
家
と
、「
臣
民

（subjects

）」
に
と
っ
て
か
わ
る
「
市
民
（citizens

）」
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
制
度
化
す

る
作
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
、
明
確
に
意
識
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
制
憲

議
会
に
お
け
る
議
論
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
今
後
よ
り
綿
密
な
分
析
が
必
要
と
な
る
と
主

張
し
て
い
る（
69
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
提
示
し
た
ク

ウ
ェ
ー
ト
の
政
治
史
に
対
す
る
筆
者
の
関
心
と
引
き
つ
け
て
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

と
し
た
い
。
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︻
付
記
︼

本
稿
は
、
学
術
研
究
振
興
基
金
「
小
笹
会
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

︻
註
︼

（
1
）
本
稿
に
お
け
る
ア
ラ
ビ
ア
語
転
写
は
、
一
部
の
例
外
（
サ
グ
ル
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
、
ガ
タ
ー
ミ
ー

な
ど
）
を
除
き
、
す
べ
て
大
塚
和
夫
他
編
（2002

）『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』
岩
波
書
店
、
に

依
拠
す
る
。

（
2
）al-Shāyjī, ʻA

.A
. (2009) Tarājuʻ al-N

am
ūdhaj al-D

im
uqrāṭī, C

arnegie Endow
m

ent for In-

ternational Peace.

（
3
）
例
え
ば
国
外
的
要
因
に
つ
い
て
は
、Luce, W

. (1967)“B
ritain in the Persian G

ulf,” in The 

Round Table. Vol. 57, N
o.227

お
よ
びH

udson, M
. C

.(1977) Arab Politics: the Search for 

Legitim
acy, Yale U

niversity Press
を
、
そ
し
て
国
内
的
要
因
に
つ
い
て
は
、A

lshayeji, A
. 

K
.(1988) D

em
ocratization in K

uw
ait: The N

ational Assem
bly as a Strategy for Political 

Survival, Ph.D
. Thesis, subm

itted to the U
niversity of Texas at A

ustin;  C
rystal, J. &

 al-

Shayeji, A
.(1998)“The Pro-D

em
ocratic A

genda in K
uw

ait: Structures and C
ontext,” in 

K
orany, B

., B
rynen, R

., and N
oble, P., eds. Political Liberalization and D

em
ocratization 

in the Arab W
orld, Lynne R

ienner; A
lnajjar, G

.(2000)“The C
hallenges Facing K

uw
aiti 

D
em

ocracy,” in M
iddle East Journal. Vol. 54, N

o. 2; R
abi, U

.(2000)“The K
uw

aiti R
oyal 

Fam
ily in the Postliberation Period: R

einstitutionalizing the ‘First am
ong Equals’ System

 

in K
uw

ait,” in K
ostiner, J., ed. M

iddle East M
onarchies: the C

hallenge of M
odernity, 

Lynne R
ienner

に
よ
る
研
究
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）Jam

ʻīya al-Shaffāfīya al-K
uw

aytīya. (2008) M
aḥāḍir Ijtim

āʻāt Lajna al-D
ustūr w

a al-

M
ajlis al-Taʼsīsī.

（
5
）
な
お
、
制
憲
議
会
に
お
け
る
ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
達
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

M
iddle Eastern and Islam

ic Studies in Japan: The State of the A
rt, Japan C

enter for M
id-

dle Eastern Studies, B
eirut, 1

st D
ecem

ber 2012

に
お
い
て
既
に
発
表
し
た
。
こ
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
今
後
論
文
と
し
て
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。

（
6
）
本
稿
に
お
け
る
湾
岸
ア
ラ
ブ
諸
国
と
は
、
湾
岸
協
力
会
議
（G

ulf C
ooperation C

ouncil: 

G
C

C

）
を
構
成
す
る
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
オ
マ
ー
ン
、
カ
タ
ル
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
、
そ
し
て
バ
ハ
レ
ー
ン
の
六
カ
国
を
指
す
。

（
7
）Longva, A

. N
.(2005)“N

either A
utocracy nor D

em
ocracy but Ethnocracy: C

itizens, Expa-

triates, and the Socio-Political R
egim

e in K
uw

ait,” in D
resch, P. and Piscatori, J., eds. 

M
onarchies and N

ations - G
lobalisation and Identity in the Arab States of the G

ulf, I.B
. 

Tauris.

（
8
）
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
自
伝
はal-K

haṭīb, A
.(2007) al-K

uw
ayt m

in al-Im
āra ilā al-D

aw
la, al-

M
arkaz al-Thaqāfī al-ʻA

rabī

を
、
ま
た
英
国
外
交
書
簡
集
は
、Records of K

uw
ait

シ
リ
ー
ズ

(R
ush, A

. de. L., ed.(1989) Records of K
uw

ait: 1899-1961.(Vol.1-8), A
rchive Editions

お

よ
びB
urdett, A

., ed.(1997) Records of K
uw

ait: 1961-1965. (Vol.1-6), A
rchive Edition)

を

利
用
し
た
。
な
お
後
者
に
つ
い
て
は
、
以
下R

O
K

と
示
す
。

（
9
）
シ
ャ
ル
ク
地
区
に
は
、
首
長
家
で
あ
る
サ
バ
ー
ハ
家
を
は
じ
め
、
真
珠
採
取
業
に
従
事
し
、
ペ

ル
シ
ャ
湾
を
中
心
に
活
動
す
る
商
人
が
集
中
し
て
い
た
。
ま
た
キ
ブ
ラ
地
区
に
は
、
造
船
お
よ

び
貿
易
業
に
従
事
し
、
東
ア
フ
リ
カ
か
ら
イ
ン
ド
亜
大
陸
、
そ
し
て
欧
州
ま
で
交
易
に
で
る
商

人
が
居
住
し
て
い
た
。al-Sham

lān, S. M
. (1978) Tārīkh al-G

haw
ṣ ʻalā al-Luʼluʼ fī al-K

u-

w
ayt w

a al-K
halīj al-ʻArabī: al-Juzʼal-Thānī: al-G

haw
ṣ ʻalā al-Luʼluʼ fī al-K

uw
ayt, 

M
aṭbaʻa Ḥ

ukūm
a al-K

uw
ayt. pp. 151-86.

（
10
）al-ʻAydarūs, M

. H
. (2002) Tārīkh al-K

uw
ayt al-Ḥ

adīth w
a al-M

uʻāṣir, D
ār al-K

itāb 

al-Ḥ
adīth. pp. 123-4

お
よ
びal-K

haṭīb (2007) p. 28. 

石
油
経
済
以
前
の
両
階
層
の
経
済
格
差

は
著
し
く
、
商
人
階
層
の
搾
取
を
嘆
く
労
働
者
に
よ
る
民
謡
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

K
halaf, S. (2008)“The N

ationalization of C
ulture: K

uw
ait’s Invention of a Pearl-D

iving 

H
eritage,” in A

lsharekh, A
. and Springbourg, R

., eds. Popular C
ulture and Political Iden-

tity in the Arab G
ulf States, SA

Q
I, pp. 66-8.

（
11
）
ク
ウ
ェ
ー
ト
近
郊
の
遊
牧
民
は
、
主
に
春
に
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
町
に
立
ち
よ
り
、
毛
皮
、
飼
料
、

乳
製
品
を
売
り
、
生
活
必
需
品
を
購
入
し
て
い
た
。al-ʻAydarūs (2002) pp. 123-4.

（
12
）al-Sham

lān, S. M
. (1970) al-Alʻāb al-Shaʻbīya al-K

uw
aytīya: W

aṣf-hā, Adaw
āt-hā, w

a 

M
ā Yataʻallaq bi-hā: al-Juzʼal-Aw

w
al, M

aṭbaʻa M
aqhaw

ī, pp. 43-5

お
よ
びal-K

haṭīb 

(2007) p. 32.

（
13
）al-K

haṭīb (2007) pp. 23-4, 27-8.

（
14
）Kazziha, W

. W
. (1975) Revolutionary Transform

ation in the Arab W
orld: H

abash and H
is 

C
om

rades from
 N

ationalism
 to M

arxism
, C

harles K
night, p. 18

お
よ
びR

O
K

 (1997) Vol.5, 

p. 75.

（
15
）al-K

haṭīb (2007) pp. 24-5.
（
16
）
ハ
デ
ィ
ー
ヤ
の
戦
い
と
は
、
現
在
は
イ
ラ
ク
領
に
あ
る
ズ
バ
イ
ル
（al-Zubayr

）
を
拠
点
と
す

る
ム
ン
タ
フ
ィ
ク
（al-M

untafiq

）
一
族
と
、
サ
バ
ー
ハ
家
と
の
あ
い
だ
に
発
生
し
た
戦
闘
で
あ

る
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
父
と
祖
父
は
、
同
一
族
の
サ
ア
ド
ゥ
ー
ン
（al-Saʻdūn

）
家
に
よ
っ
て
捕

虜
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
戦
闘
は
、
敗
れ
た
サ
バ
ー
ハ
家
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
内
の
増
税
を
断

行
し
、
後
に
商
人
階
層
と
の
あ
い
だ
の
確
執
を
決
定
的
な
も
の
と
す
る
、
重
要
な
出
来
事
で
あ

る
。al-Sham

lān (1978) pp. 67-83.

（
17
）al-K

haṭīb (2007) pp. 24-6.
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（
18
）
文
教
委
員
会
と
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
け
る
教
育
を
管
轄
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
一
九
三
六
年

に
設
立
さ
れ
た
審
議
会
で
あ
る
。
サ
バ
ー
ハ
家
か
ら
選
出
さ
れ
る
議
長
を
筆
頭
に
、
商
人
階
層

か
ら
選
出
さ
れ
た
一
二
名
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
同
委
員
会
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト

の
関
税
収
入
の
〇
．五
％
を
毎
年
教
育
費
に
あ
て
る
こ
と
を
決
定
し
た
う
え
で
、
ク
ウ
ェ
ー
ト

内
に
お
け
る
公
教
育
の
普
及
に
努
め
、
数
多
く
の
学
校
を
設
立
し
た
。M

arkaz al-B
uḥūth w

a 

al-D
irāsāt al-K

uw
aytīya. (2002) Tārīkh al-Taʻlīm

 fī D
aw

la al-K
uw

ayt: D
irāsa 

al-Taw
thīqīya [al-M

ujallad al-Thānī], Tanfīdh M
aṭābiʻ al-M

alik, pp. 11-2, 152, 154.

（
19
）al-K

haṭīb (2007) pp. 24-6, 35-6.

（
20
）
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
教
師
は
、
授
業
を
と
お
し
て
火
薬
の
製
造
方
法
を
子
ど
も
た
ち
に
教
授
し

て
い
た
と
い
う
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
授
業
の
内
容
は
、
当
時
の
パ
レ
ス
チ

ナ
に
お
け
る
政
治
情
勢
を
反
映
し
て
い
た
と
い
う
。al-K

haṭīb (2007) pp. 28-9, 38-9.

（
21
）al-K

haṭīb (2007) pp. 34-5.

（
22
）Ism

ael, J. S. (1982) K
uw

ait: Social C
hange in H

istorical Perspective, Syracuse U
niversi-

ty Press, pp. 71-3; al-M
udayris, F. ʻA

. (1999) M
alām

iḥ Aw
w

alīya ḥaw
la N

ashʼa 

al-Tajam
m

uʻāt w
a al-Tanẓīm

āt al-Siyāsīya fi al-K
uw

ayt (1938-1975), D
ār Q

urṭās li al-

N
ashar, pp. 7-8; A

bu-H
akim

a, A
. M

. (1983) The M
odern H

istory of K
uw

ait 1750-1965, p. 

156. 

例
え
ば
、
関
税
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
一
九
三
八
年
度
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
全
歳
入

二
六
万
三
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
の
う
ち
、
首
長
家
の
取
り
ぶ
ん
は
お
よ
そ
二
〇
万
ル
ピ
ー
で
あ
っ
た

と
い
う
。R

O
K

(1997)Vol.3, 

在
ク
英
国
大
使
館
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
六
三
年
六
月
一
六

日
付
）p. 103.

（
23
）al-M

udayris (1999) pp. 6-7.

（
24
）
国
民
会
派
は
、
当
時
の
イ
ラ
ク
に
お
け
る
立
憲
君
主
制
度
を
、
理
想
の
政
治
制
度
と
み
な
し
て
い

た
と
い
う
。al-K

ham
īs, M

. (2002) M
asīra al-D

im
uqrāṭīya fī al-K

uwayt 1938, D
ār al-Ḥ

adath 

li al-Ṣiḥāfa w
a al-K

hidm
āt al-Iʻlām

īya, pp. 61-4. 

（
25
）al-M

udayris (1999) pp. 7-8. 

（
26
）Ism

ael (1982) p. 73; al-M
udayris(1999)p. 8.

（
27
）Ism

ael (1982) pp. 73-7.

（
28
）Bārūt, M

. J. (1997) Ḥ
araka al-Q

aw
m

īyīn al-ʻArab, al-N
ashʼa, al-Taṭaw

w
ur, al-M

aṣāʼir, 

al-M
arkaz al-ʻA

rabī li al-D
irāsāt al-Istrātījīya, p. 130; al-M

udayris (1999) pp. 9-19

そ
し
て

R
O

K
 (1997) Vol.5, 

在
ク
英
国
大
使
館
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
六
四
年
一
月
二
日
付
）p. 

522.

（
29
）Dayyn, A

. ʻA
. (2005) al-D

im
uqrāṭīya fī al-K

uw
ayt: M

asār˗hā, W
āqiʻ˗hā, Taḥaddīyāt˗hā, 

Āfāq˗hā, D
ār Q

urṭās li al-N
ashar, p. 44. 

こ
の
期
間
、
首
長
家
の
メ
ン
バ
ー
は
そ
の
政
治
的
権

力
を
無
制
限
に
行
使
し
た
。
ド
ゥ
フ
ラ
地
区
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
家
の
土
地
は
、
立
法
議
会
が
解
散

さ
れ
た
後
、
首
長
家
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
強
制
的
に
買
収
さ
れ
、
彼
ら
は
町
の
別
の
地
区
に

移
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。al-K

haṭīb (2007) pp. 32-3.

（
30
）al-K

haṭīb (2007) p. 51.

ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、『
開
拓
者
（al-Rāʼid

）』
誌
（
一
九
五
三
年
二
月

二
五
日
発
売
第
九
号
）
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
彼
が
医
学
部
を
志
望
し
た
理
由
に
つ

い
て
、
医
師
の
数
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
、
当
時
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
社
会
が
直
面
し
て
い
た
問

題
に
取
り
く
む
た
め
で
あ
る
、
と
答
え
て
い
る
。M

arkaz al-B
uḥūth w

a al-D
irāsāt al-

K
uw

aytīya.

（1999

）al-Rāʼid, al-M
ujallad al-Aw

w
al, al-Q

ism
 al-Thānī, p. 969,

（
再
版
。
初

版
は
「
教
師
ク
ラ
ブ
（N

ādī al-M
uʻallim

īn

）」
が
編
集
）. 

な
お
、
彼
は
一
九
四
四
年
の
秋
学
期

よ
り
Ａ
Ｕ
Ｂ
の
医
学
部
に
入
学
し
、
最
初
の
四
年
間
は
基
礎
医
学
の
学
習
に
、
そ
し
て
次
の
四

年
間
は
博
士
号
の
取
得
に
従
事
し
て
い
る
。
専
門
は
総
合
診
療
お
よ
び
一
般
外
科
。

al-Shahhāb, Y. (1984) “R
ijāl fī Tārīkh al-K

uw
ayt,” in al-Q

abas, M
arch 22.

（
31
）al-K

haṭīb (2007) pp. 54, 56-67.

ア
ド
サ
ー
ニ
ー
は
、
レ
バ
ノ
ン
時
代
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
同
級

生
で
、
か
つ
親
友
で
も
あ
っ
た
商
人
階
層
出
身
の
マ
ル
ズ
ー
ク
・
フ
ァ
ハ
ド
・
マ
ル
ズ
ー
ク

（M
arzūq Fahd al-M

arzūq

）
の
叔
父
で
あ
っ
た
。

（
32
）
筆
者
に
よ
る
ハ
テ
ィ
ー
ブ
氏
へ
の
聞
き
と
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
）。

（
33
）「
絆
」
は
、
ア
ラ
ブ
人
学
生
の
識
字
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
一
九
一
八
年
に
ベ
イ
ル
ー
ト
で
設

立
さ
れ
た
非
政
治
団
体
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
、
大
戦
中
に
一
時
停
止
し
て
い
た
も
の
の
、
戦

後
ズ
ラ
イ
ク
の
主
導
で
活
動
を
再
開
し
た
と
い
う
。K

azziha (1975) p. 18; al-K
haṭīb (2007) 

p. 71.

な
お
協
会
名
で
あ
る
「
固
き
絆
」
は
、
パ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
思
想
家
で
あ
る
ア

フ
ガ
ー
ニ
ー
（Jam

āl al-D
īn al-A

fghānī

）
と
そ
の
弟
子
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
フ

（M
uḥam

m
ad ʻA

bduh

）
が
、
一
八
八
四
年
に
パ
リ
で
刊
行
し
た
『
固
き
絆
』
誌
を
参
考
に
し

た
名
称
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
34
）
な
お
「
絆
」
に
お
け
る
ズ
ラ
イ
ク
の
役
割
に
つ
い
て
は
、al-ʻA

ẓm
a, ʻA

. (2003) Q
usṭanṭīn 

Zurayq: ʻArabī li al-Q
arn al-ʻIshrīn, M

uʼassasa al-D
irāsāt al-Filasṭīnīya

が
詳
し
い
。

（
35
）Kazziha (1975) p. 19; al-K

haṭīb (2007) pp. 67-73.

（
36
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ハ
バ
シ
ュ
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、「
絆
」
は
ナ
ク
バ
以
降
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
議
論
す
る
場
へ
と
変
貌

し
、
急
速
に
政
治
化
が
進
ん
だ
と
い
う
。
や
が
て
ハ
バ
シ
ュ
と
ヒ
ン
デ
ィ
ー
の
二
人
は
、
武
装

組
織
「
ア
ラ
ブ
殉
教
者
旅
団
（K

atāʼib al-Fidāʼ al-ʻA
rabī

）」
を
編
成
し
、
ナ
ク
バ
の
責
任
者

で
あ
る
ア
ラ
ブ
諸
国
の
要
人
暗
殺
計
画
を
実
施
し
は
じ
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、

ハ
バ
シ
ュ
と
の
会
談
集M

a ṭar, F. (2008) Ḥ
akīm

 al-Thaw
ra: Sīra Jūrj Ḥ

abash w
a N

iḍāl-hu, 

D
ār al-N

ahār li al-N
ashar, pp. 47-67

が
詳
し
い
。

（
37
）al-K

haṭīb (2007) p. 72.

（
38
）「
絆
」
に
お
け
る
活
動
が
、
政
治
活
動
に
特
化
し
た
Ａ
Ｎ
Ｍ
へ
と
再
編
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て

は
、al-Sām

rāʼī, ʻA
. S. (1986) “Ḥ

araka al-Q
aw

m
īyīn al-ʻA

rab w
a D

aw
r˗hā fī al-W

aʻy 

al-Q
aw

m
ī,” in Taṭaw

w
ur al-Fikr al-Q

aw
m

ī al-ʻArabī: Buḥūth w
a M

unāqashāt al-N
adw

a 
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al-Fikrīya allatī N
aẓẓam

a˗hā, M
arkaz D

irāsāt al-W
aḥda al-ʻA

rabīya

を
参
照
の
こ
と
。

（
39
）Kazziha (1975) pp. 21-2; al-K

haṭīb (2007) p. 73.

（
40
）al-K

haṭīb (2007) pp. 73-4, 77-83.

ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
デ
モ
は
、
米
国
の
中
東
政

策
を
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
五
二
年
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。al-

Shahhāb (1984).

（
41
）
ハ
バ
シ
ュ
を
中
心
と
し
た
Ａ
Ｎ
Ｍ
の
初
代
主
要
メ
ン
バ
ー
は
、
一
九
五
二
年
ま
で
に
Ａ
Ｕ
Ｂ
を

卒
業
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
活
動
の
地
へ
と
移
っ
て
い
く
。K

azziha (1975) p. 21, 25-7. 

ナ
セ
リ

ズ
ム
や
マ
ル
ク
ス

－

レ
ー
ニ
ン
主
義
へ
の
思
想
的
接
近
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
組
織
の
分
裂
を

含
め
た
そ
の
後
の
Ａ
Ｎ
Ｍ
に
つ
い
て
は
、al-Sām

rāʼī (1986)

お
よ
びB

ārūt (1997)

を
参
照
の

こ
と
。

（
42
）
筆
者
に
よ
る
ハ
テ
ィ
ー
ブ
氏
へ
の
聞
き
と
り
調
査
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
）。

（
43
）al-K

haṭīb (2007) pp. 66-7.

（
44
）
サ
ー
リ
ム
首
長
が
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
政
策
を
と
っ
た
理
由
に
は
諸
説
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
な
か

に
は
、
彼
が
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
に
お
い
て
議
長
と
し
て
商
人
と
と
も
に
活
動
し
た
こ
と

や
、
そ
の
際
に
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
、
か
つ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
教
育
制
度
の
近
代
化
に
大
き
く

貢
献
し
た
ユ
ー
ス
フ
・
イ
ブ
ン
・
イ
ー
サ
ー
・
ギ
ナ
ー
イ
ー
の
も
と
で
、
幼
年
時
代
に
学
業
を

積
ん
だ
経
験
が
あ
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。D

ayyn, A
. ʻA

. (1999)

W
ilāda D

ustūr al-K
uw

ayt: K
ayfa Tam

m
at Ṣiyāgha D

ustūr D
aw

la al-K
uw

ayt w
a 

M
unāqashat˗hu fī al-M

ajlis al-Taʼsīsī w
a Lajna al-D

ustūr fī al-ʻĀm
m

 1962, D
ār Q

urṭās li 

al-N
ashar, p. 6; al-M

udayris (1999) pp. 15-6; al-K
haṭīb (2007) p. 100. 

ま
た
現
代
の
ク

ウ
ェ
ー
ト
に
お
い
て
「
憲
法
の
父
」
と
よ
ば
れ
る
サ
ー
リ
ム
首
長
に
対
す
る
評
価
は
、
同
国
の

研
究
者
や
識
者
の
あ
い
だ
に
お
い
て
も
非
常
に
高
い
。
例
え
ば
ク
ウ
ェ
ー
ト
大
学
政
治
学
部
の

ナ
ッ
ジ
ャ
ー
ル
（G

hānim
 al-N

ajjār

）
は
、
サ
ー
リ
ム
首
長
の
治
世
が
一
五
年
間
と
比
較
的
長

く
継
続
し
た
こ
と
が
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
議
会
制
度
の
定
着
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
評
価
し
て
い

る
。A

lnajjar (2000) p. 258. 

ま
た
英
国
行
政
官
と
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
長
期
滞
在
し
、
首
長

家
と
親
密
な
関
係
を
築
い
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（G

. N
. Jackson

）
も
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
近
代
的
で
よ

り
民
主
的
な
統
治
機
構
を
導
入
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
サ
ー
リ
ム
首
長
ほ
ど
こ
の
役
に
適
し
た

人
物
は
い
な
か
っ
た
と
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。R

O
K

 (1997) Vol.5, 

在
ク
英
国
大
使
館
か

ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
六
四
年
一
月
二
日
付
）p. 522.

（
45
）
な
お
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
国
立
病
院
勤
務
二
年
目
に
、
熱
帯
病
の
治
療
方
法
に
つ
い
て
学
ぶ
た

め
、
英
国
に
六
个
月
間
留
学
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
五
六
年
に
国
立
病
院
を
辞
職
し
、
個

人
診
療
所
を
開
設
し
た
。al-Shahhāb (1984).

（
46
）
一
九
五
〇
年
代
前
半
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
レ
バ
ノ
ン
で
高
等
教
育
を
受
け
、
政
治
化
し
た
ク

ウ
ェ
ー
ト
人
留
学
生
が
帰
国
し
は
じ
め
た
時
期
に
あ
た
る
。Ḥ

ajlāw
ī, N

. D
. B

. Ḥ
. (2003)

Taʼthīr al-Fikr al-N
āṣirī ʻalā al-K

halīj al-ʻArabī 1952-1971, M
arkaz D

irāsāt al-W
aḥda al-

ʻA
rabīya, pp. 153-5.

こ
の
こ
と
は
、
サ
バ
ー
ハ
家
の
一
族
支
配
に
対
し
て
批
判
的
な
人
々
を
動

員
す
る
基
盤
が
、
当
時
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
社
会
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

な
お
具
体
的
な
団
体
に
は
「
ア
ハ
リ
・
ク
ラ
ブ
（al-N

ādī al-A
hlī

）」、「
民
族
文
化
ク
ラ
ブ

（al-N
ādī al-Thaqāfī al-Q

aw
m

ī

）」、「
大
卒
者
ク
ラ
ブ
（N

ādī al-K
harījīyīn

）」、
そ
し
て
「
教

師
ク
ラ
ブ
」
な
ど
が
あ
る
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
そ
れ
ら
団
体
が
発
行
す
る
『
信
仰
の
響
き

（Ṣudā al-Iīm
ān

）』、『
信
仰
（al-Iīm

ān

）』、『
夜
明
け
（al-Fajr

）』、『
開
拓
者
』
そ
し
て
『
前

衛
の
声
（Ṣaw

t al-Ṭalīʻa

）』
な
ど
の
刊
行
物
の
編
集
・
執
筆
活
動
を
と
お
し
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
内

に
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
思
想
を
広
げ
た
。K

azziha (1975) pp. 33-4; al-M
udayris (1999) p. 

16, 19; al-K
haṭīb (2007) pp. 100-1, 117-21. 

ま
た
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の

活
動
を
と
お
し
「
労
働
者
ク
ラ
ブ
（N

ādī al-ʻU
m

m
āl

）」
も
設
立
し
た
。
こ
の
ク
ラ
ブ
に
参
加

し
た
何
名
か
の
労
働
者
は
、
後
に
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
け
る
労
働
組
合
の
設
立
に
大
き
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
と
な
る
。R

abīʻ, M
. M

. (2005) al-N
iẓām

 al-Siyāsī fī D
aw

la al-K
uw

ayt, D
. N

., 

p. 106.

（
47
）al-M

udayris (1999) pp. 32-3, 36.

な
お
同
委
員
会
は
、
一
九
五
八
年
よ
り
「
ク
ウ
ェ
ー
ト
・

ク
ラ
ブ
連
合
（Ittiḥād al-A

ndiya al-K
uw

aytīya

）」
と
し
て
発
展
解
消
す
る
。

（
48
）al-K

haṭīb (2007) p. 210.

（
49
）RO

K
 (1989) Vol.3, 

在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
五
五
年
八
月
一
五
日
付
）

p. 171

お
よ
び
本
国
か
ら
在
ク
行
政
官
へ
の
書
簡
（
一
九
五
八
年
二
月
一
二
日
付
）pp. 249.

（
50
）
二
人
の
交
流
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
英
国
留
学
時
代
に
遡
る
。
サ
ー
リ
ム
首
長
の
息
子
で
あ
る
サ

ア
ド
は
、
同
時
期
に
英
国
の
ヘ
ン
ド
ン
警
察
大
学
に
留
学
し
て
お
り
、
彼
ら
は
ほ
ぼ
毎
日
顔
を

合
わ
せ
親
交
を
深
め
て
い
た
。al-K

haṭīb (2007) pp. 105-7.

（
51
）RO

K
 (1989) Vol.3, 

在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
在
バ
ハ
レ
ー
ン
英
国
行
政
官
へ
の
書
簡

（
一
九
五
五
年
六
月
七
日
付
） pp. 165-6

お
よ
び
在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡

（
一
九
五
五
年
八
月
一
五
日
付
）p. 171

、
そ
し
てal-K

haṭīb (2007) p. 108, 129.

（
52
）
サ
ア
ド
に
代
表
さ
れ
る
首
長
家
の
若
手
メ
ン
バ
ー
と
は
異
な
り
、
そ
の
一
つ
う
え
の
世
代
は
、

サ
ー
リ
ム
首
長
が
主
導
す
る
政
治
改
革
に
反
対
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
首
長
家
に
お
い
て
サ
ー

リ
ム
首
長
に
次
ぐ
権
威
を
有
す
る
サ
ー
リ
ム
の
異
母
兄
弟
フ
ァ
ハ
ド
・
サ
ー
リ
ム
（Fahd al-

Sālim

）
と
、
サ
ー
リ
ム
首
長
の
叔
父
で
あ
り
、
第
七
代
首
長
ム
バ
ー
ラ
ク
・
サ
バ
ー
ハ

（M
ubārak al-Ṣabāḥ

）（
在
位
一
八
九
六
〜
一
九
一
五
）
の
息
子
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ム

バ
ー
ラ
ク
（ʻA

bd A
llāh al-M

ubārak

）
の
二
人
は
、
行
政
改
革
に
反
対
す
る
尖
兵
で
あ
っ
た
。

両
者
が
サ
ー
リ
ム
首
長
の
政
治
改
革
に
お
い
て
最
も
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
英
国
行
政
官
が
両
者
を
「
自
己
利
益
の
追
求
者
」、
ま
た
は
「
独
裁
政
治
の
最

後
の
防
衛
者
」
と
形
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。R

O
K

 (1989) 

Vol.3, p. 64

お
よ
び
在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
五
五
年
八
月
一
五
日
付
）p. 

171

、
そ
し
てR

O
K

 (1997) Vol.2, 

在
ク
英
国
大
使
館
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
六
二
年
一
一
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月
一
九
日
付
）p. 86.

（
53
）
そ
の
際
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
少
年
時
代
に
自
ら
に
学
業
継
続
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
ユ
ー
ス

フ
・
イ
ブ
ン
・
イ
ー
サ
ー
・
ギ
ナ
ー
イ
ー
か
ら
署
名
を
獲
得
す
る
。
ギ
ナ
ー
イ
ー
は
、

一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
に
お
い
て
議
員
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
国
内
の
重
要
問
題
に
つ
い

て
首
長
に
助
言
す
る
な
ど
、
首
長
や
商
人
階
層
か
ら
の
信
頼
が
厚
い
人
物
で
あ
っ
た
。
ハ

テ
ィ
ー
ブ
は
、
は
じ
め
に
ギ
ナ
ー
イ
ー
か
ら
署
名
を
獲
得
で
き
た
こ
と
が
、
そ
の
他
の
商
人
か

ら
署
名
を
獲
得
す
る
に
あ
た
り
、
大
き
く
貢
献
し
た
と
述
べ
て
い
る
。al-K

haṭīb (2007) pp. 

172-80.

（
54
）
英
国
外
交
書
簡
に
よ
れ
ば
、
首
長
家
は
、
サ
バ
ー
ハ
家
の
権
限
を
低
下
さ
せ
る
こ
の
よ
う
な
要

求
に
対
し
、
強
く
反
発
し
た
と
い
う
。
し
か
し
一
方
で
、
何
名
か
の
メ
ン
バ
ー
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク

ウ
ェ
ー
ト
が
単
独
で
提
出
し
た
彼
ら
独
自
の
政
治
的
要
求
を
、
真
剣
に
受
け
と
め
た
と
い
う

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
サ
ア
ド
を
中
心
と
し
た
若
手
メ
ン

バ
ー
で
あ
ろ
う
）。
ま
た
サ
ー
リ
ム
首
長
に
召
喚
さ
れ
た
ギ
ナ
ー
イ
ー
は
、
そ
の
他
の
商
人
階

層
を
率
い
て
フ
ァ
ハ
ド
と
面
会
し
、
議
会
活
動
が
失
敗
し
た
責
任
を
彼
に
認
め
さ
せ
た
う
え

で
、
サ
ー
リ
ム
首
長
に
対
し
て
は
、
首
長
と
し
て
一
族
の
メ
ン
バ
ー
の
行
動
を
十
分
に
統
制
し

て
い
な
い
と
、
そ
の
弱
さ
を
激
し
く
咎
め
た
と
い
う
。R

O
K

 (1989) Vol.3, 

在
ク
英
国
行
政
官

か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
五
四
年
七
月
二
六
日
付
）pp. 128-30.

（
55
）RO

K
 (1989) Vol.3, 

在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
五
四
年
七
月
二
六
日
お
よ

び
一
九
五
六
年
七
月
一
二
日
付
）pp. 128-30, 191-2; al-M

udayris (1999) pp. 17-9.

（
56
）
ガ
タ
ー
ミ
ー
一
族
は
、
石
油
経
済
以
前
は
船
乗
り
業
を
経
営
す
る
有
力
な
家
系
で
あ
っ
た
が
、

当
時
の
ジ
ャ
ー
シ
ム
・
ガ
タ
ー
ミ
ー
と
そ
の
一
家
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
地
位
は
、
そ
の
他

の
商
人
階
層
と
比
較
し
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。R

O
K

 (1997) Vol.6, pp. 71-2.

（
57
）al-M

udayris (1999) pp. 17-9; al-K
haṭīb (2007) pp. 181-6.

（
58
）al-K

haṭīb (2007) pp. 66-7, 125, 149.

ま
た
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
運
動

が
シ
ー
ア
派
住
民
に
対
し
て
と
っ
た
差
別
的
な
政
策
が
、
現
代
ま
で
続
く
ク
ウ
ェ
ー
ト
社
会
の

宗
派
対
立
に
大
き
な
禍
根
を
残
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。al-K

haṭīb (2007) p. 34.

（
59
）Bārūt (1997) p. 131. 

ま
た
バ
ー
ル
ー
ト
は
、
一
九
三
八
年
の
立
法
議
会
運
動
に
参
加
し
た
商

人
階
層
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
活
動
を
自
ら
の
長
年
の
政
治
的
目
的
に
沿
う
も
の
で
あ
る

と
み
な
し
な
が
ら
も
、
そ
の
活
動
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

B
ārūt (1997) p. 131, 479. 

こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
商
人
階
層
は
政
治
、
経
済
、

そ
し
て
社
会
的
地
位
が
高
い
た
め
に
、
伝
統
的
に
首
長
家
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
お
り
、
首

長
家
の
不
要
な
警
戒
心
を
高
め
な
い
た
め
に
も
、
商
人
ら
の
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー
ト
へ
の
直
接
参

加
は
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。al-K

haṭīb (2007) p. 125.

（
60
）al-K

haṭīb (2007) p. 125. 

ま
た
英
国
外
交
書
簡
は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
連
盟
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク
ウ
ェ
ー

ト
の
影
響
を
受
け
た
大
卒
者
ク
ラ
ブ
の
指
導
陣
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
と
示
し
て
お
り
、
そ
の

活
動
の
目
的
と
し
て
、
単
一
議
会
の
設
置
と
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
に
つ
い
て
、
首
長
家
に
対

し
て
再
度
主
張
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。R

O
K

 (1989) Vol.3, 

在
ク
英
国
行
政

官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
五
八
年
八
月
二
七
日
付
）pp. 286-7.

英
国
行
政
官
に
よ
る
こ
の

推
定
は
、
首
長
家
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
一
九
五
八
年
三
月
に
四
つ
の
民
選
議
会
が
解
散
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
時
局
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
ほ
ぼ
事
実
に
即
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま

り
絶
対
的
権
力
を
自
ら
の
手
中
に
維
持
し
た
い
首
長
家
に
対
し
、
階
級
横
断
的
な
政
治
運
動
を

組
織
す
る
こ
と
で
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
ら
は
、
再
度
民
選
議
会
設
立
の
た
め
の
圧
力
を
か
け
よ
う
と

し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
61
）al-M

udayris (1999).

（
62
）RO

K
 (1989) Vol.3, 

在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
に
記
載
さ
れ
た
、
同
紙
の
英
文
翻

訳
記
事
（
一
九
五
八
年
八
月
二
七
日
付
）pp. 288-9.

（
63
）al-M

udayris (1999) p. 21. 

フ
マ
イ
デ
ィ
ー
は
、
国
内
で
最
大
の
羊
輸
入
会
社
を
経
営
し
、
ハ

テ
ィ
ー
ブ
と
の
関
係
が
非
常
に
近
い
人
物
で
あ
る
。
彼
の
姉
妹
は
ジ
ャ
ー
シ
ム
・
ガ
タ
ー
ミ
ー

と
結
婚
し
て
い
る
。
ム
タ
ッ
ワ
も
国
内
の
有
力
商
人
階
層
の
出
自
で
あ
り
、
エ
ジ
プ
ト
留
学
経

験
者
で
あ
る
。
有
力
な
商
人
一
族
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
か
、
彼
は
首
長
家
の
ア
ブ

ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ム
バ
ー
ラ
ク
と
非
常
に
親
密
な
関
係
を
築
い
て
い
る
。
ハ
ー
リ
ド
・
ザ
イ
ド

は
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
石
油
公
社
の
経
営
理
事
や
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
営
銀
行
の
総
裁
代
理
を
務
め
、
さ

ら
に
は
他
の
民
間
企
業
の
経
営
に
も
従
事
す
る
大
商
人
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
Ａ
Ｎ
Ｍ
ク

ウ
ェ
ー
ト
の
論
説
紙
『
前
衛
（al-Ṭalīʻa

）』
の
オ
ー
ナ
ー
で
も
あ
っ
た
。R

O
K

 (1997) Vol.6, p. 

70, 73, 76.

（
64
）al-M

udayris (1999) pp. 37-8.

（
65
）Bārūt (1997) p. 132, 479; al-M

udayris (1999) p. 39; al-K
haṭīb (2007) pp. 191-2.

（
66
）Bārūt (1997) p. 131; al-K

haṭīb (2007) p. 125.

（
67
）al-Ḥ

aydar, F. A
. ʻU

. (1995) W
athāʼiq al-Ḥ

araka al-D
im

uqrāṭīya al-Siyāsīya fī al-K
uw

ayt 

m
in 1921 ḥattā 1992, D

hāt al-Salāsil, pp. 27-41.

（
68
）RO

K
 (1997) Vol.2, 

在
ク
英
国
行
政
官
か
ら
本
国
へ
の
書
簡
（
一
九
六
二
年
六
月
一
二
日
付
）

p. 7.

（
69
）Alnajjar (2000) p. 244.


